
専用)何両を何々会社で製作し国鉄に車籍を綴入し，

次により使用したし、から契約f1L 車両製作仕級普及

び図面各 2 i温を添えお願いします。

記

l 常備駅 {可線何駅

但し， 前記の駅には，当社所有の専

nJ線があります。(又は何々会社所有の

専用線の使用認可ずみ。 )

2 主として運用する区域

第 1 4 号綴式 (契約極別 2 号の 1 ) 

私有貨"IIII正籍編入に日正lする契約書

印紙 何々所有事を日本国有鉄道へ車籍を編入する

について ， 日本固有鉄道総裁何某 (以下 i干!とい

う。)と何々代表阿茶(以下乙という 。)との聞に

契約する条項は次のとおりである。

し々たい

し ゃ せんでいりかし ゃ 社線出入貨車 社線と国鉄線との間

に出入した貨車。租線所属貨車には国鉄線に直通運用できるも

のと，できないもの と があり ， 国鉄所属貨車にも社線に直通運

用ができるものと ， できないものとがある。この直通できる貨

車で互に貨物を発送し， 国鉄 ・ 社級相互に貨準がm入 してい る。

このような貨車の出入またはその突絞車数を社線出入貨車とい

い，その車種別および積空別の111数を知るため，社線との接続

駅においては，毎日その社線に出入した貨車数の突紛を鉄道管

理局に報告することになっている。(佐膝章)

し 伊 せんないかもっとくていちんりつひょう 社線内貨物

特定賃率表 昭和 17 . 4 から突施した省社間運賃通算制度の採

用以前に， 連絡社線が出貨誘致をはかるため， 白線内の貨物巡

貨を特定していたが， その形式は多極多機で複雑をきわめたの

で，鉄道省においてこれをー表にま とめ，運賃m1:上の使に供

したのが社線内貨物特定賃率表である。

第 l 条 木文車両(以下車両と L 、う。) の取

扱については私有貨車取扱手続による。
特定氏率表の一例 寿 . 古11 鉄 道

μ口n iヨ第 2 条車両の検査・修繕 ・ 手当その他運

転上の取扱は，すべて甲の所有"lï同様 と

し叩が施行する。但しタソクのしゃ熱装

位及び保服装位に対する1修繕は乙が施行

する。車両をさE車で留置すると きは，乙

の専用線に収容する。

鉱金鉱および金銀

土Jll1粒改良用石灰
石のおよび粉

封 J刊

白1'; 3 条 111雨に生じた損害及び車両に基図

する一切の損容は乙の負担とする。但し甲の貨に帰

すべき事由により発生したものについてはこの限り

でない。

~; 4 条 乙は f!'lに私有1;'{ItIの i反故に附 ;~Wする事務'i'1.と

して 1 肉につき年間 500 円を Ifl の指定した!YJ 日ま

でに前納するものとする。但 し平総編入又は所有者

名義変更後の1日]間が 1 箇年に満たない時も同額とし，

その前納金は還付しない。

改造に隠する工事は， あらかじめ甲乙協定しその

'i'1. J刊は乙の負担 とする。

第 5 条 111 が使用に堪えないものと認めた車両は， 甲

はいつでもその事籍を除外しその旨乙に通知する。

III~f;を除外した車両は，叶l の指定したI\JJ 日までに

国鉄線外に縄問しなければならない。

第 6 条 111両の耳It重 ・ 番号 ・ 同数議びに受授の場所は

別にこれを協定する。

白I~; 7 条 この契約の期間は昭和 年 月 日か

ら昭和 年 3 月 3 1 日ま でとする。但し期間満了の

日の 30 日前までに当事者の一方から契約破楽の申

I:Uのないときは， 次の一箇年!日j引き続き効力あるも

のとし，以下これにならう。

前記契約の証としてこの罰Eí)} 2 通を作り，甲乙各

l 過を保有する。

昭和年月日

(氷井卯三郎)

日本国有鉄道総波{日I 莱印

所有者名裁代表何某印

ロロ日

しゃせん 社線 一般的には国鉄以外の運輸滋闘を指すが連絡

迎輸の場合には国鉄以外の運輸機関の経営する鉄道 ・ 軌道 ・ 航

路および自動車線を総称して社線と L、う。これに対し国鉄の経

営する鉄道 ・ 航路および自動車線を総称して 国鉄線という。

(鈴木与吉)

発 駅 | 着 駅 | 扱極別 I J<( 率 | 記 lJf 

省線および
相互|剖 貸 1切扱 四 í'IIJì威各連千Î7線

亨奇 都
省、線および

rt 切扱 600 鹿 (本F適用条件は省
各連帯線 所に同 じ

(担…抑人制会省各線および 相 互 IUI
小口 ・ ト γ .

1眠 1'( を f，j送す または荷
迎m線 貸 切 扱 受人と る同社用品

にかぎり適用す

J'{率特定の形式には品名 ・ 発駅 ' V駅 ・ 扱滋別 ・ 貸率 ・ 記事

のらんを設けてそれぞれ全線に適用するもの， 発着駅を特定す

るもの， 経路を指定するもの， !\JJ間に制限を付するもの，品目

見IJに設けたもの，制引率に よ って表示するもの，金傾特定に よ

るもの等があり，その社線は昭和 13 年当時 1 50 にものぼってい

た。 (関恨晃一)

し 々たい 車体 (客・電・気動車の) (英) car body 客車 ・

従事およひ.気動車の ljï休は古くは木製のものがj羽いられたが，

列車速度のj;1"J加 ・ 連結雨数の地大 とともに， ]II f*~t皮の大きい

ものが要求されるようになり ， 現在では銅製の ものが用いられ

ている。

銅製の車体には全銅製平 と 半鋼製111の 2 つの極類がある。全

銅製1I1は車体の {!IIJおよび妥俄(つまがまえ)・屋根 ・ 床(ゆか) ・

天井(てんじよう) ・ 内部の羽目板に至る ま ですべて鋼またはそ

の他の金属で製作され，半銅製]11は11工体の láU立に~響する剖IJお

よび妥構 ・ 屋根害事を銅製とし，内部の羽目板 ・ 床 ・ 天井等は木

製のものである。 最近では車両の軽量化に{半な って鋼のかわり

にアノレ ミエウム等の軽合金が銭んに用いられるようになり ， 木

材にかわって合成樹脂も広 〈用いられるようにな っ た。

l 鋼体

11ï体の骨組をなし， 車体の強度をたもつ部分を鍋i* という。

鋼体は台わくの両日IIJに ßIIJ

続(がわが ま え)を， 両端

に表情を立て ， その上に

屋銀を組立てる納造であ

る。 銅 i本の構造は台わ

く . I゚IJ . 屋根が一体とな

っ て， 全外力をにな うよ

うに円筒形の ものが理想

がJであって， 飲米では古 鋼 体

くからこの精進のものが試みられ，とくに最近では圧延鏑材を

用いるこ とをやめ， 百.~鋼板の型抑し物をもって組立てる ， いわ
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